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下水汚泥収集運搬及び処分（セメント）業務委託 

仕様書 
 

（総則） 

第１条 本仕様書は、熊本市（以下「委託者」という。）と受託者が契約を締結する下水汚

泥収集運搬及び処分（セメント）業務委託（以下「本業務」という）に関し、必要な事

項を定めるものである。 

 

 （業務内容） 

第２条 受託者は、委託者が所有する下水道処理施設（以下「発生場所」という。）から発

生する下水汚泥（高分子系）（以下「汚泥」という。）を下水道法（昭和３３年法律第７

９号）、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）（以下「廃棄

物処理法」という。）、道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）、労働安全衛生法（昭和

４７年法律第５７号）、その他関係法令に基づき、履行場所から処分場まで適正に収集運

搬し、セメント化により適正かつ安定的に処分を行うものとする。 

 

 （履行期間等） 

第３条 本業務の履行期間は、令和３年（２０２１年）４月１日から令和６年（２０２４ 

年）３月３１日までとする。 

２ 汚泥の搬出は、日曜・年始（１月１日～１月３日）を除く、委託者が指定する日時

とする。ただし、やむを得ない事由等により、委託者が指示した場合、又は受託者

より本市に申し出があり委託者が承認した場合は、業務履行日の変更を行うことが

できるものとする。 

 

（排出場所） 

第４条 排出場所は、次のとおりとする。 

（１） 中部浄化センター   熊本市西区蓮台寺５丁目７番２号 

（２） 東部浄化センター   熊本市東区秋津町秋田５３６番地 

（３） 南部浄化センター   熊本市南区元三町４丁目１番１号 

（４） 西部浄化センター   熊本市西区沖新町４９４４番地３ 

（５） 城南町浄化センター  熊本市南区城南町島田４３８番地 

 

（産業廃棄物の種類及び性状） 

第５条 産業廃棄物としての種類及び性状は、次に示すとおりとする。 

（１）産業廃棄物の種類    汚泥（有機性汚泥） 

（２）汚泥は、脱水助剤として高分子凝集剤を使用している。 

（３）汚泥の含水率は、８５％以下（概ね７５～８３％）である。 

（４）汚泥の性状は、城南町浄化センターが余剰汚泥の脱水工程後とし、その他の浄化セ

ンターについては消化汚泥の脱水工程後とする。引渡しは、履行場所の貯留ホッパ

ーからバラの状態とする。 

（５）中部浄化センターでは、ベルトコンベアではなくポンプを使って汚泥を貯留ホッパ

ーに移送している。そのため、中部浄化センターから搬出する汚泥は、他の浄化セ

ンターから搬出する汚泥と比べて粘性があり、運搬車両からの荷下ろしに時間がか

かる場合がある。 
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 （処分予定量） 

第６条 処分予定量は次のとおりとする。ただし、運搬量は、浄化センターの運転計画変

更、運転状態又は故障等により変動する場合があるが、委託者はこの処分予定量

に拘束されるものではなく、何ら責任を負うものではない。処分予定量に変更が

あった場合は、別途、委託者が指示する運搬量によるものとする。 

 

発生場所 年間数量（トン） 

中部浄化センター 70  

東部浄化センター 3,500  

南部浄化センター 5,700  

西部浄化センター 30  

城南町浄化センター 30  

計 9,330  

※月別の処分予定量は別紙（月別処分予定表１）のとおり 

※１日当りの処分量（最大）は、60ｔ程度を処理できること。 

 

 （収集運搬） 

第７条 貯留ホッパーが満杯状態にならないよう、監督員及び浄化センターの担当者と常

に連絡を取って搬出すること。 

２ 貯留ホッパー室は、常に清掃し美化に努めること。 

３ 緊急時等、特別に汚泥の搬出が発生した場合にも対応すること。 

４ 履行場所からの１回当りの搬出量は、最大で約１０tとする。 

    

 （使用車両） 

第８条  受託者の使用する運搬車両は、次のとおりとする。 

（１） 車両は産業廃棄物専用許可車両を使用すること。 

（２） 汚泥の飛散、臭気の発散、脱離液の漏洩等がなく適正に運搬できる構造の車両を使

用し、臭気飛散防止措置を講ずること。 

（３） 使用する車両は原則として１０ｔ車とする。 

（４） 使用する車両のサイズ等については、各浄化センターのホッパー室（次表参照）を

確認すること。 



 3 

 

施設名 項目 寸法（ｍ） ホッパー容量 

中部浄化センター 

入口高 4.00 
30㎥×2基      

40㎥×1基 
入口幅 4.00 

ホッパー高 3.60 

東部浄化センター 

シャッター高 3.40 

10㎥×7基 シャッター幅 6.00 

ホッパー高 3.50 

西部浄化センター 

 

シャッター高 3.30 

10㎥×1基 シャッター幅 4.80 

ホッパー高 3.50 

城南町浄化センター 

シャッター高 3.50 

10㎥×1基 シャッター幅 4.00 

ホッパー高 3.70 

     ※各浄化センターのホッパーは、全基使用するものとする。 

 

（契約単価） 

第９条 本業務における契約単価については、原則として契約期間中の変更は行わないも

のとする。 

 

 （汚泥搬出計画） 

第１０条 委託者は、毎月２５日頃までに翌月分の汚泥発生量及び搬出回数等をまとめた

汚泥搬出計画を履行場所毎に作成し、受託者に提示するものとする。受託者は、委託者

の汚泥搬出計画に基づき適正に収集運搬及び処分できるように体制を整えなければなら

ない。 
 

（数量の確認） 

第１１条 受託者は、委託者から発生する汚泥を受け入れる前に、計量証明事業者又は計

量検定済みの計量器により汚泥の計量を行うこと。運搬量及び処分量は、その際発行さ

れた計量票により処理するものとする。なお、計量に関する費用はすべて受託者の負担

とする。 

２ 計量票は当該月分を整理のうえ、写しを委託者に提出すること。 

 

（産業廃棄物管理票） 

第１２条 受託者は、電子マニフェストの JWNET に加入し、電子マニフェストシステムが

利用できること。 

２ 電子マニフェストを利用する場合、受渡確認票は必要に応じて受託者が用意すること。 

 

 （委託料の支払い） 

第１３条 受託者は、毎月の業務終了後１０日以内に汚泥の運搬量、処分量及び処分内容

等をまとめた業務完了報告書を作成し、計量票の写しと共に委託者に提出するものとす

る。 

２ 委託者は、受託者からの業務完了報告書を受理した後、委託者が指定する検査員によ

る業務完了検査を行い適正と認めた場合には、受託者に対して委託料の支払いを実施す

るものとする。 
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 （汚泥の分析） 

第１４条 汚泥は委託者が分析しているが、入札による業者決定後、処分業者の許可所管

官庁から新たに別途分析を求められる場合は、受託者の負担により分析を行うものとす

る。 

 

 （公害の防止） 

第１５条 受託者は、その業務の実施にあたり公害の発生を認めた場合は、直ちに適切な

措置を講ずるとともに委託者に連絡するものとする。 

２ 前項の事態により第三者に損害を与えた時は、受託者は自己の責任において、これを

解決しなければならない。 

 

 （調査等） 

第１６条 委託者は、必要があると認めるときは、受託者の業務の実施状況について随時

調査を行い、受託者に対して所要の報告、資料の提出及び必要な事項を指示すること

ができるものとする。 

 

（法令の遵守） 

第１７条 受託者は、廃棄物処理法、道路交通法、その他関係法令に従い、業務を適切に

行うものとする。 

 

（経費の負担及び損害賠償責任） 

第１８条 本業務に使用する運搬車両その他業務に必要なものは、本仕様書に特に指定し

ているものを除き、受託者が所有または借用したものを用いるものとし、維持管理は

全て受託者の負担において責任を持って行うものとする。 

２ 本業務に係る運搬車両の配備、運行、点検、整備、修理その他明示されていない消耗

品等に要する一切の費用は受託者の負担とする。 

３ 本業務において、本市の施設、設備、機械器具等を損傷、滅失した場合、また、本市

職員や第三者に対し人的、物的に損害を与えた場合は、速やかに本市に報告し、その

指示に従うとともに、受託者の責任で復旧または賠償すること。 

４ 受託者は、本業務に使用する車両について、自己の負担により自動車保険（任意保険、

補償金額については、対人無制限、対物１千万円以上。）に加入しなければならない。 

 

（その他） 

第１９条 本業務の履行において、市民に対し迷惑、不快となるような言動は厳に慎むこ

と。 

２ 受託者は、本業務履行にあたり、他の業務との別を明確にし、本業務以外の運搬物を

混載しないこと。 

３ 業務履行に際し、不明な点や疑義が生じた場合は、速やかに本市に照会しその内容を

十分に了解すること。 
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別紙（月別処分予定表１） 

 

月別処分予定表（※1）         （単位ｔ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※1）上記処分予定表は、過去の実績から予測したものであり、熊本市の汚泥固形燃料化施設の稼働状況や浄化センターから発生する汚泥量

の増減によっては変動がある。 

（※2）熊本市の汚泥固形燃料化施設の定期修繕を年２回（１０～１１月、１～２月）のそれぞれ１５日間程度、定期清掃を４月から５月にか

けて７日間程度、７月に５日間程度予定している。その期間中は搬出量が多くなる。 

 

 

 

 

 

発生場所 

(※2) 

4月 

(※2) 

5月 6月 

(※2) 

7月 

 

8月 9月 

(※2) 

10月 

(※2) 

11月 

 

12月 

(※2) 

1月 

(※2) 

2月 3月 計 

中部浄化センター 
10 10 0 10 0 0 10 10 0 10 10 0 70 

東部浄化センター 
320 320 260 320 260 260 320 320 240 320 320 240 3,500 

南部浄化センター 
480 480 480 480 480 480 480 480 480 440 480 460 5,700 

西部浄化センター 
0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 

城南町浄化センター 
0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 30 

合計 
810 830 740 810 780 740 810 810 720 770 810 700 9,330 


